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⼩川町商店街の歴史的町並み・⼩川町商店街の歴史的町並み・
伝統的町家の復旧・復興とまちづくり
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熊本地震による伝統的町家の
実践研究報告No.1719  

熊本地震による伝統的町家の
被災実態・復旧過程の記録とまちづくり
―熊本県宇城市⼩川町商店街の歴史的町並みの継承をめざして―

宇城市⼩川町商店街には江⼾期末から明治・⼤正の⽴派な町家が
残るが、2016年の熊本地震で被災した。これは⼩川町商店街という
⼀地⽅都市の⼩さな町の熊本地震からの復興の記録である。震災後2
年半が経過した今 公費解体された町家も多く空地が広がる中 地

熊本⾼等専⾨学校 客員教授/磯⽥ 節⼦
坂⽥ 純⼀、柏原 利武、冨⼠⽥ シゲ⼦、平川 晃、⾼⽊ 淳⼆、
伊東 ⿓⼀、松下 隆太

年半が経過した今、公費解体された町家も多く空地が広がる中、地
震から約1年後に、我が国で初めての取組である被災した未指定⽂化
財への修復補助が決定し、⼩川町商店街の町家6軒が申請した。地震
後の1年間は、各町家ごとの復旧⽀援が中⼼だったが、2年⽬の
2017年6⽉に⼩川町商店街有志による苅萱の会が⽴ち上り、宇城市
の職員も加わり共に将来のまちの在り⽅を考え、今何をすべきかを
考え、まず動くことから始めた。現在も進⾏中である。

1. 実践活動の⽬的
1.1 ⼩川町商店街とのこれまでの関わり

磯⽥、坂⽥は2014年度に当該商店街に⽴地する新麹屋（明
治16年）の登録⽂化財申請のための調査を⾏い、熊本⾼等専⾨
学校学⽣の卒業研究の研究対象地としてこの⼩川町商店街に関
わってきた 2016年4⽉14⽇ 16⽇熊本地震が発⽣し 宇城わってきた。2016年4⽉14⽇、16⽇熊本地震が発⽣し、宇城
市は震度６強を2度受けた。地震発⽣の1週間後、新麹屋の当主
柏原さんから磯⽥へ町家の被災状況を⾒てほしいと連絡があり、
4⽉26⽇に当該町家と⼩川町商店街の各町家の被災状況を外観
⽬視で確認し、坂⽥は、地震発⽣の翌⽇4⽉17⽇に現地を⾒て
回った。

図2-1 小川町商店街の位置

1.2 実践活動の⽬的
復興⽀援活動を地震直後から開始した。1年⽬の活動は3タイ

ムラインで述べる。2年⽬となる本助成事業としての⽬的は①
引き続き町家群の被災状況の調査②町家の保存・継承に向けた
修復の⽀援（補助制度の活⽤等）③当該商店街将来ビジョンづ
くりの⽀援④地域のコミュニティ活動の⽀援であり、加えて⑤
その活動を記録し、残すことも⽬的の⼀つとした。

2018年6⽉に当該商店街の将来ビジョンを考えるために 苅

2． 熊本県宇城市⼩川町商店街について
宇城市⼩川町は熊本県の中央部に位置する⼈⼝約13200⼈（宇

城市HP平成22年）の⼩さな町である（図2-1）。⼩川町商店街は古
くから地域経済の中⼼地の役割を担い、細川時代には薩摩街道
の宿場町として栄えた。多くの伝承や史跡，寺社仏閣が存在す
る。かつては⼩川町商店街近くに海岸線があり、商⼈は砂川を
使い天草、⻑崎等との交易も盛んであった。しかし⼋代平野の
⼲拓により徐々に海岸線は⼩川町商店街から遠のき 現在はお

東京都市⼤学 ⼩林茂雄
ぼんぼり環境計画株式会社 ⾓舘政英

2018年6⽉に当該商店街の将来ビジョンを考えるために、苅
萱（かるかや）会を⽴ち上げた。苅萱とは当該地域周辺の旧地
名である。住総研助成申請時は専⾨家を呼んで講演会等をおこ
なう勉強会により町全体を地域の⽅々と考えることを計画して
いたが、地域住⺠⾃⾝で話し合う事がまず重要と考えた。苅萱
会活動⽀援がメーンの活動となった。

⼲拓により徐々に海岸線は⼩川町商店街から遠のき、現在はお
よそ3km沖となる。また鉄道駅も商店街から離れて建設され、
五⽊⽅⾯に抜ける県道がもう⼀本新たに建設されたこと、3号が
当該商店街を外して建設されたこと、モータリゼーションの進
展等により⼩川町商店街の衰退が始まる。近年はショッピング
モール（イオンモール宇城）進出に伴う店舗の流出、空き家の
増加等により、商店街⼀帯の⼈通りは減少し、過去の繁栄を思
わせる賑わいはない。
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被災状況 棟数

全壊 6

半壊 9

広範囲に及ぶ瓦の落下・

壁の剥落 建物の傾斜
18

被災状況 棟数 ％

全壊 6 7%

半壊 9 11%

広範囲に及ぶ瓦の落下

図3－1 ⼩川町商店街の被災状況

壁の剥落、 建物の傾斜

瓦の一部落下・ 壁の一部

ひび割れ等
52

合計 85

広範囲に及ぶ瓦の落下・

壁の剥落、 建物の傾斜
18 21%

瓦の一部落下・ 壁の一部

ひび割れ等
52 61%

合計 85 100%

3． タイムライン－時系列にみた震災復興の活動
3.1 タイムラインⅠ：地震発⽣〜2017年3⽉までの活動
(１）第1期：2016年4⽉〜7⽉被災調査と話し合い

被災調査が主な⽀援活動の時期である。坂⽥・磯⽥が5⽉11
⽇に外観⽬視で被災調査をした結果を図3-1に⽰す。商店街の
通り沿いの建物を中⼼ に調査を⾏った。全壊が7%、半壊が

範 ぶ 落 壁 剥落等が 部

(３）第3期：2016年10 ⽉〜⽀援プロジェクト始動
第3期は個々の町家の具体的なプロジ ェクトが動き出した

時期である。⼀つは那須商店プロジェクト、もう⼀つはスイ
ス時計店プロジェクトである。那須商店は町家がリノベー
ションされて残っていくプロジェクトである。⼀⽅のスイス
時計店は残念ながら2017年1⽉に 解体されたが、約2か⽉間
にわたり所有者と地域 若者を中⼼に⽚付け作業 ⽀援など11%，広範囲に及ぶ⽡の落下、壁の剥落等が21%、⽡の⼀部

落下、 壁の⼀ 部ひび割れ等が61%であった。 東側の⼭付きよ
りも、⻄側の不知⽕海に近くなるほど被害が⼤きかった。

5⽉14⽇ に上町区⻑、磯⽥研究室共催で「⼩川町商店街のこ
れからを考える」を開催した。町家所有者の⽅々からは古い⽊
造建築に対する不安やこれまでの維持管理の⼤変さから取壊し
の声が聞こえたからである。福岡から新建築家集団の建築⼠の
⽅々に来ていただき、壁は崩れても構造体は無事であること、

にわたり所有者と地域の若者を中⼼に⽚付け作業の⽀援など
の交流があった。

3.2 タイムラインⅡ：2017年2⽉〜2018年10⽉の活動
（１）苅萱会設⽴と街環を⽬指し、熊本県未指定⽂化財を申
請した時期（2017年4⽉〜2018年1⽉）

地震発⽣から約1年間、被災状況調査やグループ補助申請等
各町家ごとの対応が中⼼であった。町全体の将来ビジョンや⽅々に来ていただき、壁は崩れても構造体は無事であること、

⼤規模半壊、例え全壊でも修復が可能であることを伝えた。
「この⼩川町商店街をこれからどうするのか？これらの町家は
⼩川町の宝では？」を参加者等と話し合った。⼿探りの中、こ
の地震をきっかけに何か新しい取組みができそうな予感がした
記憶がある。そのひと⽉後に同共催で「住宅相談会」を開催し
た。⽂化財ドクター⽂1）の調査をはじめ、外部から多くの
⽅々が調査や視察にこられ、各町家を回ってアドバイスを受け

第 特徴 坂 磯 録⽂化

各町家ごとの対応が中⼼であった。町全体の将来ビジョンや
町全体のことを考えることが必要であり、その時期が来てい
ると判断。柏原さん、平川さん等に相談して苅萱会を設⽴し
た。2017年6⽉6⽇第1回を開催。

宇城市の都市計画課は予算がないので「街環」は対応でき
ないと⾔われる。震災復興のこの時期に国へ申請すれば受け
⼊れられる可能性が⾼いと思われるがまず市が動かないこと
には可能性がない。県⽂化課より2⽉に未指定⽂化財補助が発

たのも 第1期の特徴である。 また、坂⽥、磯⽥により登録⽂化
財新麹屋の被災状況を調査する。

(２）第2期：2016年8⽉〜10 ⽉「グループ補助⾦」申請と地
域住⺠参加の勉強会の開催

伝統的な町家の修復には費⽤が必要で、中⼩企業庁による店
舗等の修復の⽀援を⾏う「グループ補助⾦」⽂2）の募集が６
⽉から開始された。坂⽥、磯⽥、建築⼠の⽅々とクループ補助⽉から開始された。坂⽥、磯⽥、建築⼠の⽅々とクル プ補助
申請のため各町家の被災状況を調べ、スケッチ及び実測を開始
する。また解体される町家についても解体前にスケッチ・実測
を⾏った。専⾨家の先⽣⽅が⼩川町商店街へ来られ、地域参加
型「復興まちづくり勉強会シリーズ」として開催した。また⽂
化財ドクターによる調査結果を踏まえて、この⼩川町商店街を
⽯川県⿊島のように「伝建地区」という提⾔書を8⽉に熊本⼤
学 伊東教授、建築⼠会会⻑から宇城市⻑に提出した。 図3－2 第1回苅萱会の様子
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表され、県市担当者と各町家を回り打診する。8軒の町家の申
請⼿続きを⾏う。グループ補助で補助を受けられなかった町
家も補助対象となる。

（２）第2期：修復⼯事着⼯と「地域⽂化資源活⽤空間創出事
業（九経局）」申請時期（2018年1⽉〜4⽉）

2018年1⽉末に九州経済産業局が平成29年度補正予算「地
域⽂化資源活⽤空間創出事業」を募集する情報を得 緊急に

4． 苅萱会の各⽬的別活動について
4.1 菊池・松合視察（街なみ環境整備事業の事例）
（2017年10⽉22⽇）

（１）菊池御所通り視察
当該地区は例外的な街環制度を実施している。ビジターセン

ターの整備と道路の美装化が街環事業で⾏われ、各伝統的町家
の修景事業は「熊本県緑の財団補助」 ⾏われ る 町の規域⽂化資源活⽤空間創出事業」を募集する情報を得、緊急に

応募することを決める。主に外国⼈の観光客の受け⼊れを⽬
的として歴史的町並みや伝統的町家の活⽤が明記されている。
4⽉1⽇に提出。修正して2次募集に再度提出する（5⽉1⽇）
が結果的に採⽤されず。申請内容は①伝統的町家を⺠泊とし
て活⽤する②塩屋を⾼齢者も安⼼して利⽤できるUD対応とし
て整備する③歴史資料館跡地を当該商店街のコミュニティス
ペースとして整備する。情報を⼀元化して発信する等。これ

の修景事業は「熊本県緑の財団補助」で⾏われている。町の規
模、町家形式も⼩川町とよく似ている。整備はされているが⼈
通りは少ない。

ペ スとして整備する。情報を 元化して発信する等。これ
らの具体的整備の検討を⼩川町商店街振興会と苅萱会と連携
しておこなった。結果的に採⽤されなかったが商⼯会振興会
との連携はこれからの活動に活かされると思う。

また2017年秋頃からグループ補助や熊本県未指定⽂化財補
助を申請していた複数の町家の修復⼯事が少しずつ始まる。
磯⽥はヘリテージマネージャ⽂4)として各担当の設計⼠と共
に定期的な現場打ち合わせに参加する。 図4-1 街なみ環境整備事業 菊池御所通り視察

（２）松合視察
同じ宇城市にある不知⽕町松合地区は、港と醸造で栄えた歴

史を持つ町である。その町並みの特徴である「⼟蔵⽩壁」を松
合のまちづくりに活かしていくことを⽬標に、松合の町並み保
存会の活動、まっちゃ朝市などが⾏われているが、空家が⽬⽴
つ。朝市は賑わうが、それ以外は閑散としている。⺠間建築物
の修景事業（間接補助）、市主体の事業（道路美装化⼯事、⼩
公園整備 案内看板設置）を実施した（宇城市資料より）

図3－3 第11回「地域文化資源活用空間創出事業」を検討

公園整備、案内看板設置）を実施した（宇城市資料より）。

4.2 歩⾏者優先のみち-歩いて楽しいまちへ-

（３）第3期：歩⾏者優先の道・歴史資料館跡地整備・シャッ
ターを開けようプロジェクトの始動（2018年5⽉〜10⽉）

これまで検討してきた歴史資料館跡地活⽤の検討をさらに
進める。また歩⾏者優先のみちづくりについても具体的に⾏
動に移した時期である。また、補助⾦に頼らないまちづくり
の⽅法を検討していくことを決める。

4.2 歩⾏者優先のみち 歩いて楽しいまちへ
第1回苅萱会において、まち全体のことを考える取組として

まず挙げられたテーマである。2001年頃に柏原さん他住⺠が
商店街前の通りのダンプの通⾏を規制するために地域に働きか
けた活動があった。当該計画は結果的に⼀部の反対があり規制
できずに終わった経緯がある。現在はスマートインターができ
たことや、迂回する市道の道路改良⼯事により特にダンプの交
通量が激減した。しかし当該道路が直線道路のため、⼀部が通
学道路にな るにもかかわらず⾞がスピ ドを出し ⾛る学道路になっているにもかかわらず⾞がスピードを出して⾛る
ことが地域の問題となっている。歩道もない。この問題は現在
も継続中であるが、これまでの活動を下記に述べる。

4.2.1 先進事例（第3回_170905）
（１）出雲通りへ⾄る参道「神⾨通り」

歩⾏者が主体となり歩⾏することを図った道路である。
神⾨通りはもともと⾞両の交通量が多く、歩⾏者空間を圧迫

図3-4 第14回 宇城市千葉崎さん参加、油津視察を決める

神⾨通りはもともと⾞両の交通量が多く、歩⾏者空間を圧迫
していたが島根県の整備により改善された。デザインのポイン
トは⾞道と歩道の両⽅に⽯畳が⽤いられていることである。こ
れにより⾞道-歩道間の境界線が曖昧になり歩⾏者は従来の歩
道に設けられた段差や⽩線のようなはっきりとした境界線から
開放されるのである。こういったデザインが功を奏し歩⾏者は
のびのびと歩⾏し、⾞両はそのような歩⾏者に注意を払いなが
ら減速して通過する「歩⾏者優先の道」となった。
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（２）岐⾩県・郡上⼋幡
⻑良川の上流に位置する城下町である (図4-2)郡上⼋幡の町

並みの⼤きな特徴は⽔路が軒先に沿うように通っている点であ
る。ここでは⾞道を少しでも広げるために暗渠となる地域は多
いが、そのようなことはなされていない。しかし、それにより
歩⾏者が⽔の流れを視覚と聴覚で楽しみながら、また,その地域
らしさを感じながら歩くことができる町並みとなっている。こ
のように歩⾏者が歩く楽しさを⾒いだせる計画も「歩⾏者優先のように歩⾏者が歩く楽しさを⾒いだせる計画も「歩⾏者優先
の道」と呼べるだろう。また、⼩川町商店街付近には河川「砂
川」が存在するが、住⺠にとって砂川は原⾵景の⼀つとなって
いる。郡上⼋幡の町並みは⼩川町において砂川の⽔を利⽤した
⽔路を計画する際に参考にできる事例の⼀つになりうる。

図4-3 樹木によって車両の減速を強いられる道路

くなり、現在は⽌められているという。堰を動かせば流すこ
とは可能とのこと。地元の⽅々からは初期消⽕等の防⽕対策
として必要ではという意⾒が出された。可能であれば郡上⼋
幡のような開渠にできないだろうか。今後検討を続けていく。

4.2.3 歩⾏者優先のみち ⾏政機関への相談と要望
（１）交通管理者 宇城警察署訪問

2018年6⽉20⽇宇城警察署を訪問し、①②をお願いした。
①道路上に書かれている制限速度表⽰が消えかかっている

ので対応をお願いしたい。
②⾞のスピードを落とすためにセンタラインを無くし、⾞

道を狭くして歩道をつくっていただけないか？
話合いの結果①道路⾯の消えかかっている30㎞制限表⽰は

県でまとめて対応することになる。②は道路管理者（熊本県
宇城地域振興課維持管理調整課）に相談してほしいが不可能
なことではないと思う。警察は交通管理者で信号も管轄の⼀
つ、宮崎⽂房具店前の信号については検討したいであった。

（２）道路管理者 熊本県宇城地域振興局維持管理課
2018年7⽉31⽇に訪問した 結果は次のとおり2018年7⽉31⽇に訪問した。結果は次のとおり。
私たちが考えているような歩⾏者優先道路（コミュニティ

道路）は県道（当該道路は主要地⽅道）では整備が難しい。
市道になればその可能性は⾼まる。当該道路を市道に、宮崎
⽂具店からイオンモールの⽅へ⾛る市道を県道に、の交換は
可能である。宇城市と相談されるとよい。宇城市から県へ相
談があれば検討可能である。

図4-2郡上八幡の町並み(「岐阜の旅ガイド」)
https://www.kankou-gifu.jp/spot/1154/

4.2.2 計画案について
本計画案における⼤きなポイントは⽯畳の舗装と左右交互に

配置された樹⽊(図4-3)の⼆点である。⽯畳の舗装に関しては前
項に⽰した神⾨通りの事例のような効果を狙った。樹⽊を道路
の左右交互に配置した意図は道路を蛇⾏させることで運転⼿に
左右のハンドル操作を強い 減速を図るためである この計画案

（３）宇城市訪問 県道と市道の交換について
2018年9⽉14⽇宇城市を訪問した。内容は以下の通り。
歩⾏者優先の考え⽅や桜を植えたいということは素晴らし

いと思う。当該ルート変更候補になっている市道(宮崎⽂房具
→⼩川中→消防署→3号線)は4年ほど前に道路改良を⾏った。
数千万かけている。合併特例債(借⾦)と補助⾦（５５％程
度）。借⾦があるので、もし、県道とする場合、その借⾦問
題があるので検討する また補助⾦を使 ているので10年間左右のハンドル操作を強い,減速を図るためである。この計画案

は模型によって周辺住⺠に伝えられた。これまで⽔路を利⽤し
た計画等も作成し、住⺠に伝えてきたが、それらの計画案に⽐
べ、本計画案は「概ね満⾜できる」という反応を多く得た。

4.2.3 ⽔路の可能性について
話合いの中で以前は当該通りに砂川から引かれた⽔路が流れ

ていたことが明らかになった。⽔⽥⽤の⽔路としての機能がな

題があるので検討する。また補助⾦を使っているので10年間
は変更などしてはいけない規制がある。このことについても、
県道に移⾏する場合どうなるのか確認する。

⼀⽅、柏原さんから「これからの少⼦⾼齢化、⼈⼝減少の
時代、従来の開発志向の考えをあらためるべきでは。コンパ
クトで「歩く時代」が来る」と。宇城市は確認してから会⻑
に連絡する（成⽥⼟⽊部⻑）としているが、今だに返事がな
い（2018年10⽉末現在）。
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（３）第6回苅萱会（171205）模型による検討２
前回の話合いをうけて①防災公園②トイレ③⼦供の遊び

場とする(図4-7)。

4.3 歴史資料館跡地活⽤への取り組み

（１）第4回苅萱会（181005）での話し合い
第3回での話し合いの中で出された防災公園としての機能を取

り⼊れた公園を提案した(図4-4)。かまどベンチ、⼿押しポンプ、
デッキ下の備蓄庫、チャレンジショップ⽤スペース、公衆トイ
レ、緑化された広場。

（４）2次募集_平成29年度補正地域⽂化資源活⽤創出事
業で提案した計画案

九経局（中⼩企業庁）の補助事業「2次募集_平成29年
度補正地域⽂化資源活⽤創出事業」申請の中の⼀つの柱と

図4-7 防災公園、子供の遊び場、トイレの公園

度補正地域⽂化資源活⽤創出事業」申請の中の つの柱と
して歴史資料館跡地活⽤計画を申請した。⼩川町商店街振
興会の事務所、⼦供図書館とその中にトイレを併設する。
⽊デッキ広場と芝⽣広場を整備する。4台分の駐⾞場を緑
化ブロックを⽤いて設置する案である（図4-8）。しかし
残念ながら「2次募集平成29年度補正地域⽂化資源活⽤創
出事業」は採択されなかった。

図4-4 歴史資料館跡地 防災機能を取り⼊れた公園

（２）第5回苅萱会（171107）模型による検討１
前回の話合いを受けて、イベント時のステージとしてのデッ

キを追加した(図4-6)。

図4-5 模型で検討する苅萱会 図4-8 駐車場、トレイ、商工会振興会事務室、子供図書スペース、
木デッキ広場、芝生公園

図4-6 イベント時のステージ⽊デッキのある公園
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4.4 油津視察 ⾃⽴型商店街
平成30年9⽉2⽇に開催された「⽇南市油津商店

街で宇城市の活性化を考える意⾒交換会（宇城市商
⼯振興課主催）」に、苅萱会として参加する機会を
得た。⽇南市油津商店街は、⽇南市が実施した全国
公募により雇⽤された事業者（テナントミックスマ
ネージャー）が、4年間で約30店舗の企業誘致を実ネ ジャ ）が、 年間で約 店舗の企業誘致を実
現した商店街再⽣の先進事例である。平成30年度
「はばたく商店街30選」を受賞している。

この視察では多くの知⾒を得られたが、例えばイ
ベントに関して集客だけを⽬的として開催するので
はなく、「空気感を変える」「⼈のつながりを作
る」というような⽬的意識を持ち、事業の共感を⽣
むきっかけとして捉えている点は、特に印象的な学
びであ たびであった。

図4-9 油津商店街視察

4.5 シャッターを開けようプロジェクト
かるかや市

前述の油津視察を終えた翌週の苅萱
会では、次に⾃分達がどんな⼀歩を踏
み出し⾏動していくかについて意⾒を
出し合った。その中で、通り沿いにあ
る空き店舗のシャッターを開けることる空き店舗のシャッタ を開けること
だけでもひとつの⾏動だという意⾒が
出た。そこから、単にシャッターを開
けるだけではなく、何か催し物をして
みるのはどうだろうかという意⾒に発
展し、⾃分達の⼿でフリーマーケット
やマルシェのようなイベントを開催す
ることに決まった。売ることが⽬的で

図4-10 かるかや市のチラシ

はなく、地元の⽅々や遠くから来られ
る⽅々との交流が⽬的である。また苅
萱会会員同⼠が楽しむことも⽬的の⼀
つである。「最初は⼩さく無理なく始
めること」を合⾔葉とした。しかし単
発で終わるのではなく継続したい。
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5．⼩川町商店街周辺住宅アンケート調査について
5.1 ⽬的

地震直後から主に⼩川町商店街通りに⾯する町家を中⼼に調
査を⾏ってきた。地震以前から学⽣の卒業研究で調査した町家
に加えて、地震直後の話合いに参加されて相談をされた町家や
住宅等で、これまで合計16軒の調査をおこなった。しかし、ま
だ把握できていな伝統的町家等が存在する。そこでアンケート
調査の⽬的は

26.9％の結果であるが、⼤まかな傾向と⾔える。昭和戦後が
44％ともっとも多い。次いで平成の40％昭和戦後と平成で
84％を占める。昭和戦税７％、⼤正時代４％、明治と江⼾が
２％である。

（３）地区別建築年代別残存する建築
参考までに地区別に集計した。伝統的建築が最も多く残る

地区が上町 中町と思われる 今回上町が含まれないのが残調査の⽬的は
①昭和戦前までに建てられた町家・住宅等（蔵や⼯場含む）が
現在どの程度残っているか？
②今回の地震で解体された町家や住宅の中にどの程度昭和戦前
の建物が含まれていたのか？
の2点とした。

5.2 アンケート実施上の問題点

地区が上町・中町と思われる。今回上町が含まれないのが残
念であるが、今後補⾜調査をしたい。

昭和戦前以前の建築物は20棟であるが、そのうち15棟はこ
れまで把握しておらず、新に得られた情報である。

亀の町 出来町 新町 中町 上町 寺町 蛭子町 井手口 合計

昭和戦前 1 1 2 1 4 9

表5-3 地区別昭和戦前以前の建物数

①当初市に相談したが、宇城市は関与せず、各区⻑さんに依頼
するようとのこと。今回各区⻑さんに配布をお願いしたが、最
も伝統的町家が多い上町の区⻑さんは配布を断られた。
②またご⾼齢の⼀⼈暮らしの⽅が多くできるだけ簡単な内容に
せざるをえなかった。
③⼀⽅、地震直後で、住まいの現状は仮設住まいも含め複雑で
あり、今回⼗分に設問に繁栄できなかった。 5.5 今後の補⾜調査

アンケ ト調査により本⽬的を達成することは困難である

昭和戦前 1 1 2 1 4 9

大正 3 1 1 5

明治 1 2 3

江戸 3 3

合計 2 1 5 6 2 4 0 20

5.3 アンケートの⽅法
（１）アンケート実施期間：平成30年9⽉26〜 10⽉15⽇
（２）配布⽅法：区⻑さんに回覧と共に依頼。1世帯1票とする
（３）回収⽅法：郵送による

5.4 集計結果
（１）配布数と回収率：回収率の平均は26.9％である。

アンケート調査により本⽬的を達成することは困難である
ことが分かった。それでもいくつかの新たな情報を得ること
ができた。今後上町をはじめ、現地に詳しい古⽼の⽅への聞
き取りを⾏い、現地を回わって補⾜調査を⾏う予定である。

6． 各町家修復⼯事の特徴について
⼩川町商店街の町家（新麹屋、宮崎床屋、塩屋、綿屋、⻑

⾕川邸、若城⾦物店、よろずや、稗⽅邸）についてグループ

配布数 回収数 回収率

1 亀の町 132 30 22.7%

2 出来町 26 11 42.3%

3 新町 128 36 28.1%

4 中町 44 12 27.3%

5 上町注 1 1 100.0%

表5-1 配布数と回収率 補助、熊本県未指定⽂化財補助を受けて修復⼯事を⾏ってい
る。未指財補助を受ける場合、⽂化財的な価値を損なわない
ような修復を⾏うためにヘリテージマネージャ（ＨＭ）と設
計⼠で関わることが求められる。

⼩川町の町家の場合、ＨＭとして磯⽥、設計⼠として松下
さん（若城⾦物店、⻑⾕川邸、宮崎床屋、よろずや）、⾼⽊
さん（新麹屋）、福岡の⽚井さん(塩屋)、畑元さん（稗⽅
邸）にお願いし 未指定⽂化財の補助は受けていないが那須上町 %

6 寺町 35 9 25.7%

7 蛭子町 25 7 28.0%

8 井手口 63 13 20.6%

記載なし 3

合計 454 122 26.9%

注：上町は区長さんが配布を拒否され、区長さんの

み提出された。

邸）にお願いし、未指定⽂化財の補助は受けていないが那須
商店の設計は吉永さんにお願いした。各町家ごとに修復⽅針
等に特徴がある。ページの都合上「那須商店」について紹介
する。

（２）建築年代別残存する建築（住居、蔵、⼯場等）
アンケート回収は122軒であったが、建物棟数別に集計する

と138棟となった。建築年別集計結果を表5-1に⽰す。回収率が

建築年代 戸数 割合

平成 55 40%

昭和21年~ 61 44%

表5-2 建築年代別棟数

昭和21年 61 44%

昭和戦前 9 7%

大正 5 4%

明治 3 2%

江戸 3 2%

記載なし 2 1%

合計 138 100% 図6-1「かんまち文庫」の紹介記事
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修復⼯事紹介
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修復⼯事紹介

図6-2 那須商店 復興方針
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公費解体で⼤事な伝統的町家がいくつも解体されたが、
残った伝統的町家が修復され美しい姿で蘇ってきている。苅
萱会の活動が「かるかや市」を契機に少しずつまちづくりの
⼀つの形になっていくことが期待される。決して儲けること
が⽬的ではない、いつもは家に引き込んでいる⼈たちが⼀⼈
でも外に出てきて⾔葉を交わす、近隣から来られた⼈たちと
交流する そんな⼩さな出来事を⼤事にして 続けて⾏けた

7． 今後の活動について
2018年度、⼩川町商店街におけるグループ補助及び熊本県

未指定⽂化財補助による伝統的町家の修復が、稗⽅邸を除き
⼀応終了する⾒通しである。実際にはまだ⽀援すべき伝統的
な建造物の可能性があり調査を続けたい。

2018年11⽉18⽇に「シャッターを開けようプロジェクト
－第1回かるかや市－がスタートする。苅萱会が設⽴して1年
5か⽉⽬ 初め 会とし 具体的なイベントの開催 ある 交流する、そんな⼩さな出来事を⼤事にして、続けて⾏けた

らよいと思う。
5か⽉⽬で初めて会として具体的なイベントの開催である。
「この町の将来は？」「我々は何をすべきか？」いずれも簡
単に答えは出ない。「まずはできるところから⼩さく始めよ
う」と皆で確認した。ただし、⼀発で終わるのでなく継続す
ることの努⼒をしたい。

⼩川町商店街復興タイムライン⼩川町商店街復興タイムライン

・伊東 ⿓⼀
熊本⼤学 教授

・松下 隆太
来夢建築設計事務所

＜研究主査＞
・磯⽥ 節⼦

熊本⾼等専⾨学校 客員教授
＜研究委員＞
・坂⽥ 純⼀ 来夢建築設計事務所

＜研究協⼒者＞
・吉永 啓

KAY建築設計事務所
・前⽥康佑

熊本⾼専OBフリー
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